
  

究に関する法律」を制定し、生殖補助医療を行い出生した子についての親子

関係を明確にしている。

その他ヨーロッパ諸国では、フランスは 年の「生命倫理法」、ドイツ

は 年の「養子斡旋及び代理母斡旋禁止法」と 年の「胚保護法」、

スウェーデンは 年の「遺伝的な一体性等に関する法律」と 年に改

正の「親法典」で、それぞれ生殖補助医療を規制している。３か国とも非配

偶者による精子提供を容認する一方で、ドイツは卵子提供を禁止している。

アメリカは生殖補助医療を包括的に規制する法律がなく、アメリカ生殖補

助医療学会等の学会のガイドラインや各州の州法、裁判所判例等で対応して

いる状況である。

人工妊娠中絶の実施数は、近年減少傾向である。 年には、約 万 千

件と 万件を切った。

人工妊娠中絶の実施率を年齢（５歳階級）別で見ると、 歳代は一貫して

減少傾向であるが、 歳未満や 歳代は近年横ばい傾向である。

＜図表 諸外国の生殖補助医療における実施条件等＞
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